議事概要

	会議の名称
	令和６年度第２回三田市高齢者・介護審議会

	開催の日時
	令和６年１１月１５日（金）14時00分～15時15分

	開催の場所
	三田キッピーモール６階　まちづくり協働センター　講座室

	出席した委員の氏名
	足立正樹委員、中井真通委員、奥舎保委員、白井りか委員、森本さよ子委員、柳本真希委員、井上善子委員、東部貢委員、北村吉次委員、松藤功雄委員


	出席した職員の職及び氏名
	健康福祉部：入江部長、谷口次長
介護保険課：上治課長、山本副課長、浜本係長
高齢者支援課：久下課長、池田係長、常澤係長、中西
三田市地域包括支援センター：大村所長、杉浦係長
フラワー地域包括支援センター：藤原管理者
ウッディ地域包括支援センター：高橋管理者
藍地域包括支援センター：坂本管理者
三輪北・小野・高平地域包括支援センター：吉川管理者
広野・本庄地域包括支援センター：前川管理者

	傍聴人の人数
	０人

	議題
	（１）令和６年度地域包括支援センター事業の中間評価等について
（２）地域密着型サービス事業所の指定状況等について
（３）介護予防支援業務の委託先居宅介護支援事業所の承認について

	会議の概要
	各事項について、意見あり（議事概要参照）

	公開・非公開
の区分
	公開

	使用した資料
	【資料1-1】令和６年度（４月～９月）各支援センターの主な取り組み（事業計画）
【資料1-2】三田市地域包括支援センター《地域型》運営事業　実績報告
【資料1-3】三田市地域包括支援センター（基幹型）運営事業　実績報告
【資料1-4】地域包括支援センター運営状況調査評価項目の各センター対応状況（評価項目）
【資料2】地域密着型サービスの実施状況、指定状況等について
【資料3】介護予防支援業務における委託先居宅介護支援事業所の承認について
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	（1） 令和６年度地域包括支援センター事業の中間評価等について
～資料１の説明～
せっかく地域包括支援センター職員が出席しているため、一言ずつでもよいので主な取り組みについて補足等を聞きたい。
三田市地域包括支援センター（地域型）は総合相談に力を入れている。最近は認知症の一人暮らし、８０５０問題が多く相談にあがってきている。これまでのように介護保険を使えば何とか生活していけるようなケースだけではなく、介護保険を使っても生活に課題が多く残ってしまうケースが増えてきた。そういったケース対応の中で総合相談をより強化していかなくてはならないと日々考えながら、支援を進めている。
フラワー地域包括支援センターは介護予防普及啓発と認知症支援に力を入れている。
フラワー地域は市全体と比較しても高齢化率が高いため、健康寿命を延ばすためいきいき百歳体操の普及啓発や、お世話人さん同士の交流会の開催、立地条件がいい商業施設を借り体験会や健康講話などを実施している。駅前のｅ薬局フローラの会場で「わたしのカラダ測定会」を開催し、健康への関心を高めるような取り組みを行った。
続いて、認知症支援については「花🌸花カフェ」が平成２８年からゼフィール三田に開設しており、ご家族なども含め現在３０名程度が参加している。また、軽度認知症の方を対象にした交流の場として、お出かけ紳士会を設けており、今年度からは本人ミーティングとして認知症の方がどんなことを感じているのかなど本人発信支援も行いたい。下半期にはｅ薬局と協力し「備えの講座」を開催し、心療内科の先生にお話しいただき認知症対策普及啓発を行いたいと考えている。
ウッディ地域包括支援センターは要援護高齢者調査のひとり暮らし高齢者への訪問の際、事前に訪問告知はがきを郵送している。昨今詐欺や闇バイト等高齢単身者の不安が高まっている中、はがきを送ることで安心してご相談していただけたり、事前にお電話いただけたりしている。こういった少しの工夫で訪問がしっかり行えると感じている。また、いきいき百歳体操グループの立ち上げについて、学園にある大型マンションで開催している。そこの理事は準備などが行えるか不安だと仰っていたが、参加する住民の方から自分たちで準備を行えるとの声が上がり、２か月経った今でもいきいきと住民主体となり活動を続けられている。このように住民の気持ちをしっかり受け止めながら形にしていきたいと考えている。
藍地域包括支援センターは実態把握・消費者被害防止啓発に力を入れている。
要援護調査を基に地域の実態を把握している。具体的な例でいうと民生委員からの情報を基に包括が実態を把握し、周りの地域住民を巻き込んで個別支援につなげた取り組みを行っている。最近もこのようなケースがあり、ご家族も喜んでいた。
消費者被害防止啓発については、単に消費者センターの情報やチラシを配るだけではなく、「この場合契約が成立するのかどうか。」などといったクイズを行い、体験を通じて消費者被害について関心を高める機会をつくっている。
また、認知症サポーター養成講座については、１２月に初めて中学校で行うことが予定されている。
三輪北・小野・高平地域包括支援センターは三田市内でも一番高齢化率が高いといわれている圏域である。高齢者が実際に包括支援センターに訪れるのは難しいため、地域の集いの場に包括支援センター職員が伺い、ニーズの発見や情報の共有をつどいの場のスタッフと連携して行っている。先日も成年後見の市長申し立てになりそうなケースも把握でき、地域の相談職や医療機関、市と連携した。介護支援専門員との連携をとっているが、包括化してまだ１年であるため、包括という立場からの支援にはまだ十分ではないと課題を感じている。今後はそういった点も踏まえ、今ある関係性を大切にして地域の支援につなげていきたいと考えている。
広野・本庄地域包括支援センターではJAや郵便局、コンビニなどの地域事業所との連携を強化している。昨年度包括化に伴いパンフレットを配布したことで、「こういった方が来られているのですが。」との連絡が来るようになった。また、認知症の相談も増加しており、守秘義務のことも考えながら、関係機関である事業所やケアマネジャーなどと連携し横のつながりを強化している。地域住民については、高齢独居であるサロンの参加者が熱中症で倒れ、心配した民生委員が、民生委員としてではなく友達として助けていきたいとおっしゃり、いろいろとご協力いただいたケースもあった。
認知症の理解促進の取り組みについては、地域包括化する前から、中・高・専門学校などで、認知症サポーター養成講座を開催していた。今年度からはさらに小学校でも高学年の児童を対象に、６月と９月に開催した。今後も行っていきたいと考えているが、約１時間しか時間がないためカリキュラムや内容について改善点はないか考えていかなくてはならないと感じている。

名前としては地域型の三田地域包括支援センターと一緒だが、基幹型は地域型６か所をバックアップするという役割を担っており、事業計画でも後方支援・機能強化という業務内容で報告している。
地域型包括は、三職種（社会福祉士・保健職・主任ケアマネジャー）の横のつながり強化を言っていたが、私たち基幹型は、上半期を通してSW部会、保健部会や主任CM部会を開催するなどして職種ごとの縦のつながり強化を行っている。また認知症地域支援推進員の連絡会などの部会の運営や、法律専門職、地域の専門学校などと関係を構築し、地域型の支援センターが活用できるようなつながりを創出することも行っている。
また、チームオレンジの在り方ミーティングを令和６年度から本格開始している。チームオレンジの在り方は各自治体で議論して決めるようになっている。そのため地域包括支援センターといった現場と、施策を考える高齢者支援課をつなぐ役割を基幹型として担い、ミーティングを行っている。高齢者虐待発生時の支援も同様にミーティングを行っており、中心で動く各地域型包括の動き方等の検討を行っている。
ありがとうございました。基幹型は三田市の共通する課題を見つけ解決策を探求すること、地域型はそれぞれの地域の特性を生かした課題解決策を探求する運用体制が重点だと以前から言ってきたが、今回の資料1-1や先ほどの各地域包括支援センターからのお話を聞いて、そういう方向に進んでいるといった印象をうけた。これからもそのように進めていっていただきたい。既に行っているかと思うが、各地域型包括支援センターと基幹型包括支援センターの情報交換を盛んに行うことは、新たな課題の発見や共通の認識を高めるうえで重要かと思う。市もそのような機会を設けられるよう支援を行っていっていただきたい。

来署者の支援を求め警察が包括支援センターを呼び出すようなケースが多いと聞いたが、そのようなことは月に何回程度おこっているのか。
たしかにそのようなケースは年々増加しているが、毎月発生しているものではない。しかし警察からの高齢者虐待ではないかという通報票も昨年と比較して倍程度のペースであがってきている。それに対し包括支援センターで全て対応できるケースばかりではないので、各関係機関と連携し対応方法を考えている状況。
先ほど８０５０問題と仰っていたが、８０歳以上の独居世帯数や認知症高齢者数がどの程度なのか各圏域で把握しているのか。
明確な数はどの包括も数えていない。

何件くらいあるか行政として、市役所担当課が把握するべきではないのか。認知症高齢者が一定の範囲にどのくらいいるのか確率的に算出できれば、地域ごとの把握済みの認知症高齢者数と比較して、まだ見つけられていない認知症高齢者をおよその数でだすことができるのではないか。
また、広野・本庄地域包括支援センターがJAやコンビニ、郵便局とつながりをもっているのがとても良いと思った。特にJAは各家庭に回ることも多く、その分情報も多く入ると思うので、藍地域や三輪北・小野・高平地域がまだ関係構築の取り組みを行っていないならぜひ行ってほしい。
また、資料1-4　地域包括支援センター運営状況調査評価項目の各センター対応状況（評価項目）内の1-1組織・運営体制等を、全地域包括支援センターが高水準で評価している。しかし、組織・運営体制の評価基準の１つである「担当圏域の現状・ニーズに応じた取り組みを行っていますか。」についてウッディ地区と藍地区は現状・ニーズを充分につかめているかどうか先ほどの話では分からなかった。現状をどのように理解しているのか教えてほしい。
地域の現状を掴めるような取り組みとして、おおよその高齢化率、高齢者人口、これからの推移は把握している。今後は、その中でもう少し個別の状況など詳細な現状を掴めるようにと考えている。
藍地域はつつじが丘のようなニュータウン的な集合住宅の側面もあるが、農村部もある。そちらにお住まいの方は比較的に家庭内の課題を外に出したくないと考えている人も多く、実態把握という観点では行き詰っていることも多い。
そのような方の実態把握はどうすればよいと考えているか。
やはり地域を担当している民生委員との連携が大切かと考えている。
その通り、民生委員と自治会長との連携が重要となる。ぜひ盛んにコミュニケーションをとっていただきたい。
資料1-2と資料1-3について、令和６年度は９月末時点で、他の年度は年度末での値となっている。

この数字だけでは比較ができず、変化が分かりにくい。過年度は年度末の値と9月末時点での年度両方をだしてもらえると、比較でき一定の傾向を把握することができる。少し手間をかけることになるが、見る人の情報量がより多くなるのでぜひ検討していただきたい。
記載する過年度を減らしてでも、９月末時点での値を掲載できるよう検討する。
また、先ほど中井副会長より質問があった独居高齢者数や８０５０問題を数量的に把握するということは各地域包括支援センターと検討していきたいと考えている。しかしケースごとの該当/非該当という基準を各地域包括支援センターで揃えるということが難しいという点もあると考えている。
民生委員と自治会長に聞くと、おおよその独居の高齢者、高齢者世帯、８０５０の世帯は把握できるかと思う。ぜひご検討いただきたい。

（２）地域密着型サービス事業所の指定状況等について
～資料2の説明～
質疑等無。
承認。

（3）介護支援業務における委託先居宅介護支援事業所の承認について
～資料3の説明～
質疑等無。
承認。

【その他】
今後の審議会のスケジュールについて、次回は3月頃に予定している。


